






要約:島根県下小中学校における先天性心疾患と川崎病既往を有する児童生徒の実態調査

の結果と島根医大小児科における管理方針について述べた.先天性心疾患で管理指導区分

が「E」の軽症例以外は学校生活すべてにわたって専門医の管理が必要であり,このような

症例に対しては,少なくとも年 1回は保護者,担任教師と専門医が直接会って話しあう機会

をもうけている.心エコーでも冠動脈造影でも冠動脈に異常を認めない川崎病既往児に関

しては運動制限は不要であるが,心筋病変の面から長期の経過観察が必要であると考えて

いる. 


